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コムスン問題の利用者支援について（お願い） 
 
会員の皆様におかれては、お元気でご活躍のことと思います。また、本会の事業運営に

ついては平素よりご協力いただき厚くお礼申し上げます。 
さて、マスコミ報道でご承知の通り、コムスン介護保険事業所は厚生労働省から指定打

ち切り処分を受け、利用者の不安等への影響について種々報道されているところです。こ

れらの報道は予測を含んだ内容も多いのですが、利用者および関係者も大きな不安の中に

いるのが現状です。 
 本会も広島県介護保険指導室から利用者支援の協力依頼があり、理事会で協議の結果、

本件に関するサービス利用者の不安に対して支援していくことを決定しました。 
特に、中山間地や深夜時間帯の訪問介護、有料老人ホームや認知症グループホーム利用

などの代替事業所の確保の困難さが見込まれるケースについての課題が大きく、いわゆる

「介護難民」を生じさせないような支援が必要と思われます。本会は介護保険事業所の協

議体組織ではありませんが、事業所等に雇用された専門職の組織であるため、具体的には

会員相互のネットワークを通じた利用者のサービス継続に関わる支援などが考えられます。 
会員の皆様には、日々の活動の中で本件に関連した相談をお受けするケースがあると思

いますが、上記の状況をご理解いただき、一層熱心な支援に心掛けていただきますようお

願い申し上げます。 
 
 

 


